
                  
 

                                      ○写  

高松市告示第２２２号 

 

 高松市下水道排水設備等工事指定工事店を廃止したので、高松市下水道条例（昭和３９

年高松市条例第５７号）第７条の６第２項において準用する同条例第７条の２第３項の規

定により告示します。 

 

  令和８年４月１０日 

              高松市長 大 西 秀 人      

 

１ 指定工事店の名称  有限会社浮田設備工業所 

２ 指 定 番 号  高松 第８号 

３  所  在  地  高松市大工町６番地１７ 

４ 代 表 者  浮田 浩之 

５ 廃 止 年 月 日  令和８年３月３１日 


